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大学生期における消費者教育推進事業 
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【概要】 

１ 事業概要 

消費者として自立した判断能力を備え、社会に出た時には消費者市民社会の実現に向け積極的に活動

を行うことができる力を持つ大学生を育成し、主体的な活動を促進することにより、府内における消費

者教育を推進することを目的として平成 28年度から以下の事業を実施している。 

(1) 消費者教育・啓発に関する大学生のボランティア活動のリーダー（消費者教育学生リーダー）養成

講座を実施し、修了者を大阪府消費生活センター所長が消費者教育学生リーダーとして認定 

（認定者数：H28年度：２１名、H29年度：１９名、H30年度：１６名、R1年度：３０名） 

(2) 大阪府消費者教育学生リーダー会（以下「学生リーダー会」という。」が大学生間ネットワーク形

成のために自主的に開催する交流会等の支援 

(3) 学生リーダー会による消費者教育・啓発に関するボランティア活動の支援 

 

２ 受託者（公募型プロポーザル方式により選定） 

大学生期における消費者教育推進事業共同企業体 

（代表構成員：有限会社 ダブル・ワークス、構成員：産学協働人材育成機構 ＡＩＣＥ） 

 

３ 令和元年度の実績 

(1) 養成講座（9月 14日（土）、15日（日）） 

  追加（12月 14日（土）、21日（土）、22日（日））※和歌山大学の授業として単位認定   

大阪府消費者教育学生リーダー 認定式 （1月 26日の交流会にて実施） 
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(2) 企業×学生交流会 （11月 23日、12月 15日、1月 26日） 

企業の消費者教育活動を知るために ACAP会員企業等との交流会を実施 

 

左から 11月 23日岸和田浪切ホール 12月 15日、1月 26日あべのハルカス 

(3) 学生リーダー会のボランティア活動   

① 7月 30日（火）大阪府中央図書館主催のキッズライフアカデミー「お小遣いについて考えよう」 

② 8月 8日（土）金融広報委員会主催の夏休み！親子で楽しむお金探検隊 

③ 11月 2日（土）大阪府主催の消費者フェアに出展 外 

   

 ①お小遣いについて考えよう    ②親子で楽しむお金探検隊   ③消費者フェアでのゲーム 


